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(57)【要約】
【課題】容量の大きいリチウムイオン二次電池を提供す
る。
【解決手段】第１の電極と、第２の電極と、を有し、第
１の電極は、第１の電極活物質を有し、第２の電極は、
第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、第２の
電極活物質は、第１の電極活物質の充放電効率よりも大
きい充放電効率を有し、第３の電極活物質は、第２の電
極活物質の充放電効率よりも小さい充放電効率を有し、
第２の電極活物質の充放電効率と第１の電極活物質の充
放電効率との差と第２の電極活物質の容量との積は、第
１の電極活物質の充放電効率と第３の電極活物質の充放
電効率との差と第３の電極活物質の容量との積よりも大
きく、第２の電極活物質と第３の電極活物質との全体に
対する第２の電極活物質の配合比は、第２の電極活物質
と第３の電極活物質との全体に対する第３の電極活物質
の配合比よりも小さいリチウムイオン二次電池である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電極と、第２の電極と、を有し、
　前記第１の電極は、第１の電極活物質を有し、
　前記第２の電極は、第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、
　前記第２の電極活物質の充放電効率は、前記第３の電極活物質の充放電効率とは異なる
二次電池。
【請求項２】
　第１の電極と、第２の電極と、を有し、
　前記第１の電極は、第１の電極活物質を有し、
　前記第２の電極は、第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、
　前記第２の電極活物質は、前記第１の電極活物質の充放電効率よりも大きい充放電効率
を有し、
　前記第３の電極活物質は、前記第２の電極活物質の充放電効率よりも小さい充放電効率
を有する二次電池。
【請求項３】
　第１の電極と、第２の電極と、を有し、
　前記第１の電極は、第１の電極活物質を有し、
　前記第２の電極は、第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、
　前記第２の電極活物質は、前記第１の電極活物質の充放電効率よりも大きい充放電効率
を有し、
　前記第３の電極活物質は、前記第２の電極活物質の充放電効率よりも小さい充放電効率
を有し、
　前記第２の電極活物質の充放電効率と前記第１の電極活物質の充放電効率との差と前記
第２の電極活物質の容量との積は、前記第１の電極活物質の充放電効率と前記第３の電極
活物質の充放電効率との差と前記第３の電極活物質の容量との積よりも大きく、
　前記第２の電極活物質と前記第３の電極活物質との全体に対する前記第２の電極活物質
の配合比は、前記第２の電極活物質と前記第３の電極活物質との全体に対する前記第３の
電極活物質の配合比よりも小さい二次電池。
【請求項４】
　第１の電極と、第２の電極と、を有し、
　前記第１の電極は、第１の電極活物質を有し、
　前記第２の電極は、第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、
　前記第２の電極活物質は、前記第１の電極活物質の充放電効率よりも大きい充放電効率
を有し、
　前記第３の電極活物質は、前記第２の電極活物質の充放電効率よりも小さい充放電効率
を有し、
　前記第２の電極活物質の充放電効率と前記第１の電極活物質の充放電効率との差と前記
第２の電極活物質の容量との積は、前記第１の電極活物質の充放電効率と前記第３の電極
活物質の充放電効率との差と前記第３の電極活物質の容量との積よりも小さく、
　前記第２の電極活物質と前記第３の電極活物質との全体に対する前記第２の電極活物質
の配合比は、前記第２の電極活物質と前記第３の電極活物質との全体に対する前記第３の
電極活物質の配合比よりも大きい二次電池。
【請求項５】
　第１の電極と、第２の電極と、を有し、
　前記第１の電極は、第１の電極活物質を有し、
　前記第２の電極は、第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、
　前記第２の電極活物質と前記第３の電極活物質との全体に対する前記第２の電極活物質
の配合比は、下記数式（１）を満たす二次電池。
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【数１】

（１）
ただし、前記数式（１）において、Ｒ２は前記第２の電極活物質の配合比を示し、Ｅ１は
前記第１の電極活物質の充放電効率を示し、Ｑ２は前記第２の電極活物質の容量を示し、
Ｅ２は前記第２の電極活物質の充放電効率を示し、Ｑ３は前記第３の電極活物質の容量を
示し、Ｅ３は前記第３の電極活物質の充放電効率を示す。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記第１の電極は正極であり、
　前記第２の電極は負極で二次電池。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記第２の電極活物質は炭素を有する二次電池。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記第３の電極活物質は珪素と酸素を有する二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の一態様は、リチウムイオン二次電池、及びその製造方法に関する。
【０００２】
なお、本発明の一態様は、上記の技術分野に限定されない。本明細書等で開示する発明の
一態様の技術分野は、物、方法、または、製造方法に関するものである。または、本発明
の一態様は、プロセス、マシン、マニュファクチャ、または、組成物（コンポジション・
オブ・マター）に関するものである。そのため、より具体的に本明細書で開示する本発明
の一態様の技術分野としては、半導体装置、表示装置、発光装置、蓄電装置、記憶装置、
それらの駆動方法、または、それらの製造方法、を一例として挙げることができる。
【背景技術】
【０００３】
二次電池としては、ニッケル水素電池や、鉛二次電池や、リチウムイオン二次電池などが
挙げられる。
【０００４】
これらの二次電池は、携帯電話などで代表される携帯情報端末の電源として用いられてい
る。中でも、リチウムイオン二次電池は、高容量、且つ、小型化が図れるため、開発が盛
んに行われている。
【０００５】
リチウムイオン二次電池の高容量化は、モバイル機器用途においては使用時間の延長や軽
量化に、自動車用途においては走行距離の長距離化に繋がるため、大きな開発方針となっ
ている。例えば、正極活物質は電池反応に寄与するリチウムイオンの量を決定する重要な
要素である。また、負極活物質は正極で反応するリチウムイオン量と同量の可逆的反応を
起こす必要があるため同様に重要な要素である。
【０００６】
例えば、リチウムイオン二次電池において、正極活物質材料として例えば、特許文献１に
示されている、リン酸鉄リチウム（ＬｉＦｅＰＯ４）、リン酸マンガンリチウム（ＬｉＭ
ｎＰＯ４）、リン酸コバルトリチウム（ＬｉＣｏＰＯ４）、リン酸ニッケルリチウム（Ｌ
ｉＮｉＰＯ４）などの、リチウムと鉄、マンガン、コバルトまたはニッケルとを含むオリ



(4) JP 2015-181105 A 2015.10.15

10

20

30

40

50

ビン構造を有するリン酸化合物などが知られている。また、負極活物質材料として例えば
、黒鉛材料のほかに、高容量を示す材料としてシリコン、錫およびそれらの酸化物が例え
ば特許文献２に示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－２５９８３号公報
【特許文献２】特開２００７－１０６６３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
リチウムの標準電極電位（平衡電位）は、－３．０４５Ｖ（ｖｓ．ＳＨＥ）と非常に小さ
く、たとえば負極において多くの有機溶媒が還元されて分解してしまう電位である。しか
し、一部の有機溶媒においては、還元分解に伴って、分解物が表面に留まり被膜となって
それ以上の有機溶媒の分解を抑制するため、被膜が形成されるに従って、不可逆容量であ
る電解液分解反応が、可逆反応であるリチウムイオンの反応に比べて生じにくくなる。つ
まり、主に初回の充放電においては不可逆反応が生じ、可逆反応と不可逆反応を併せた電
荷量が移動する。
【０００９】
初回の充電においては、正極からのリチウムイオンの放出に伴う可逆反応に加えて、不可
逆反応の分、移動する電荷量が大きくなる。不可逆反応に伴う電荷の移動量を不可逆容量
と呼び、それに対して可逆的反応に伴う電荷の移動量を可逆容量と呼び、併せて初回の充
電容量となる。
【００１０】
一方、初回の放電においては正極とリチウムイオンとの可逆的な化学反応により、可逆容
量分の電荷の移動が発生するが、不可逆反応分の電荷の移動は生じない。すなわち可逆容
量が放電容量となる。ここで、放電容量の充電容量に対する割合を充放電効率と呼ぶ。不
可逆容量が大きいと充放電効率が低いということになる。
【００１１】
正極活物質の材料は正極の不可逆容量を決定する要素の一つであり、不可逆容量の少ない
正極活物質材料が好ましく、充放電効率の高い正極活物質材料であることが好ましい。
【００１２】
しかし、サイクル特性が良好で高容量の正極活物質材料であるほど、不可逆容量が比較的
大きく、充放電効率は比較的低いものとなる場合が多い。正極活物質材料に充放電効率の
比較的低い材料を用いた場合、初回の充電において、可逆容量に加え不可逆容量に相当す
る電荷の移動が発生する。ここで、電池反応においては、正極反応の電荷量と負極反応の
電荷量が一致する。そのため、負極においては可逆容量に加えて不可逆容量に相当する電
荷のために、その分多く負極活物質材料を必要とする。すると負極の質量と体積が増加し
、単位質量及び体積あたりの電池の容量の低下を招く結果となる。しかも、２回目以降の
充放電においては、多くなった負極活物質材料は電池反応に寄与することなく、無駄であ
る。
【００１３】
一方、負極においても同様の事情がある。すなわち高容量の負極活物質材料は、不可逆容
量が相対的に大きく、充放電効率が低いものとなる場合が多い。そのため、高容量の負極
活物質材料を二次電池の負極に用いた場合、負極反応の電荷量と正極反応の電荷量とは一
致するため、不可逆容量に対応するために、余分に正極活物質材料を準備しなければなら
なくなる。すると正極の質量と体積が増加し、単位質量及び体積あたりの電池の容量の低
下を招く結果となる。また、多くなった正極活物質材料は電池反応に寄与することなく、
無駄である。
【００１４】
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本発明の一態様は、単位質量及び体積あたりの容量の大きな二次電池を提供することを課
題の一つとする。また、電極活物質材料の無駄を抑制して使用する二次電池を提供するこ
とを課題の一つとする。また、適切な配合割合の電極活物質を提供することを課題の一つ
とする。適切な電極活物質の配合割合を決定して二次電池を製造する方法を提供すること
を課題の一つとする。また、本発明の一態様は、単位質量及び体積あたりの容量の大きな
二次電池の製造方法を提供することを課題の一つとする。または、本発明の一態様は、新
規な二次電池、新規な蓄電装置、新規な二次電池の製造方法、または、新規な蓄電装置の
製造方法を提供することを課題の一つとする。
【００１５】
なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一
態様は、必ずしも、これらの課題の全てを解決する必要はない。なお、これら以外の課題
は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図
面、請求項などの記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
本発明の一態様は、第１の電極と、第２の電極と、を有し、第１の電極は、第１の電極活
物質を有し、第２の電極は、第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、第２の電極
活物質の充放電効率は、第３の電極活物質の充放電効率とは異なるリチウムイオン二次電
池である。
【００１７】
本発明の他の一態様は、第１の電極と、第２の電極と、を有し、第１の電極は、第１の電
極活物質を有し、第２の電極は、第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、第２の
電極活物質は、第１の電極活物質の充放電効率よりも大きい充放電効率を有し、第３の電
極活物質は、第２の電極活物質の充放電効率よりも小さい充放電効率を有するリチウムイ
オン二次電池である。
【００１８】
本発明の他の一態様は、第１の電極と、第２の電極と、を有し、第１の電極は、第１の電
極活物質を有し、第２の電極は、第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、第２の
電極活物質は、第１の電極活物質の充放電効率よりも大きい充放電効率を有し、第３の電
極活物質は、第２の電極活物質の充放電効率よりも小さい充放電効率を有し、第２の電極
活物質の充放電効率と第１の電極活物質の充放電効率との差と第２の電極活物質の容量と
の積は、第１の電極活物質の充放電効率と第３の電極活物質の充放電効率との差と第３の
電極活物質の容量との積よりも大きく、第２の電極活物質と第３の電極活物質との全体に
対する第２の電極活物質の配合割合は、第２の電極活物質と第３の電極活物質との全体に
対する第３の電極活物質の配合割合よりも小さいリチウムイオン二次電池である。
【００１９】
また、本発明の他の一態様は、第１の電極と、第２の電極と、を有し、第１の電極は、第
１の電極活物質を有し、第２の電極は、第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、
第２の電極活物質は、第１の電極活物質の充放電効率よりも大きい充放電効率を有し、第
３の電極活物質は、第２の電極活物質の充放電効率よりも小さい充放電効率を有し、第２
の電極活物質の充放電効率と第１の電極活物質の充放電効率との差と第２の電極活物質の
容量との積は、第１の電極活物質の充放電効率と第３の電極活物質の充放電効率との差と
第３の電極活物質の容量との積よりも小さく、第２の電極活物質と第３の電極活物質との
全体に対する第２の電極活物質の配合割合は、第２の電極活物質と第３の電極活物質との
全体に対する第３の電極活物質の配合割合よりも大きいリチウムイオン二次電池である。
【００２０】
また、本発明の他の一態様は、第１の電極と、第２の電極と、を有し、第１の電極は、第
１の電極活物質を有し、第２の電極は、第２の電極活物質及び第３の電極活物質を有し、
第２の電極活物質と第３の電極活物質との全体に対する第２の電極活物質の配合割合は、
下記数式（１）を満たす二次電池である。
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【数１】

（１）
ただし、数式（１）において、Ｒ２は第２の電極活物質の配合割合を示し、Ｅ１は第１の
電極活物質の充放電効率を示し、Ｑ２は第２の電極活物質の容量を示し、Ｅ２は第２の電
極活物質の充放電効率を示し、Ｑ３は第３の電極活物質の容量を示し、Ｅ３は第３の電極
活物質の充放電効率を示す。
【００２１】
なお、本発明の一態様においては、第１の電極は正極、第２の電極は負極としてもよい。
また、第２の電極活物質は炭素を有していてもよく、第３の電極活物質は珪素と酸素を有
していてもよい。
【００２２】
比較的充放電効率の低い正極活物質材料と比較的充放電効率の低い負極活物質材料とを用
いて高容量の二次電池を作製すると、不可逆容量による問題を相殺することができ、単位
質量及び体積あたりの電池の容量の低下を抑制し、電極活物質材料を無駄なく使うことが
できる。
【００２３】
例えば、正極活物質材料の充放電効率が負極活物質材料の充放電効率よりも相対的に高い
場合、正極活物質材料の不可逆容量による、初回の充電に伴う電荷の移動量の増加分は、
負極活物質材料の不可逆容量による電荷の移動量の増加分の範囲で充当し、不可逆容量に
よる問題を相殺することができる。そのため、充当した分だけ正極活物質材料を増やさず
に済み、電池の質量及び体積の増加を抑制することができる。また、無駄となる正極活物
質材料を減らすことができる。したがって、単位質量及び体積あたりの電池の容量を増加
させることができる。
【００２４】
一方で、負極活物質材料の充放電効率が正極活物質材料の充放電効率よりも相対的に高い
場合、負極活物質材料の不可逆容量の分だけ負極活物質材料を増やさずに済む。電池の質
量及び体積の増加を抑えることができる。また、無駄となる正極活物質材料を減らすこと
ができる。したがって、単位質量及び体積あたりの電池の容量を増加させることができる
。
【００２５】
ここで、正極活物質材料の充放電効率と負極活物質材料の充放電効率とを近づけることが
できれば、このような相殺の効果を大きくすることができ、電池の単位質量及び体積あた
りの容量を大きくすることができ、電極活物質材料の無駄を無くすことができる。しかし
、電極活物質材料として選択できる物質には限りがあり、その他の種々の要求を満たす範
囲で正極活物質材料と負極活物質材料の組み合わせを選択しなければならない。
【００２６】
バランスよく電極活物質材料を二次電池に使用するための方法として、一方の電極におい
て異なる２種以上の電極活物質材料を用意して、もう一方の電極活物質材料の充放電効率
に合わせた充放電効率となるよう配合量を決めて用いる方法がよい。例えば、負極活物質
材料を２種用いる場合、正極活物質材料の充放電効率よりも高い充放電効率を有する負極
活物質材料と、正極活物質材料の充放電効率よりも低い充放電効率を有する負極活物質材
料と、を配合して併せて負極活物質として使用することにより、正極及び負極の充放電効
率を近づけることができる。さらに、２種の負極活物質材料のうち正極活物質材料の充放
電効率により近い充放電効率を有する材料を、もう一方の負極活物質材料よりも多い配合
で用いることにより、合わせた負極活物質の充放電効率を正極活物質材料の充放電効率に
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より近づけることができる。また、同様に正極活物質材料を２種以上用いてもよく、双方
の活物質材料をそれぞれ２種以上用いてもよい。
【００２７】
また、計算に従って正極及び負極の充放電効率を一致させるよう電極活物質材料の配合割
合を決めることにより、容量の高く活物質材料に無駄の無い二次電池としてもよい。
【００２８】
本発明の一態様により、充放電効率の比較的低い電極活物質材料を電池の容量の低下を抑
制しつつ使用することができるが、充放電効率の比較的低い電極活物質材料の多くは、そ
もそも容量が大きいため、そのような材料を使用できることによりさらに電池の容量の増
大させることができる。
【発明の効果】
【００２９】
本発明の一態様により、単位質量及び体積あたりの容量の大きな二次電池を提供すること
ができる。また、電極活物質材料の無駄を抑制して使用する二次電池を提供することがで
きる。また、適切な配合割合の電極活物質を提供することができる。また、適切な電極活
物質の配合割合を決定して二次電池を製造する方法を提供することができる。また、本発
明の一態様により、単位質量及び体積あたりの容量の大きな二次電池の製造方法を提供す
ることができる。または、本発明の一態様により、新規な二次電池、新規な蓄電装置、新
規な二次電池の製造方法、または、新規な蓄電装置の製造方法を提供することができる。
【００３０】
なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一
態様は、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要はない。なお、これら以外の効果は
、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面
、請求項などの記載から、これら以外の効果を抽出することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一態様に係る二次電池を示す図。
【図２】曲率半径を説明する図。
【図３】曲率半径を説明する図。
【図４】本発明の一態様に係る二次電池を搭載した電子機器を示す図。
【図５】本発明の一態様に係る二次電池を搭載した電子機器を示す図。
【図６】本発明の一態様に係る二次電池を搭載した電子機器の側面を示す図。
【図７】リチウムマンガン複合酸化物のＸ線回折測定（ＸＲＤ）の結果を示す図。
【図８】ハーフセルの充放電特性を示す図。
【図９】コインセルの充放電特性を示す図。
【図１０】ハーフセルの充放電特性を示す図。
【図１１】二次電池の充放電特性を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれ
ば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈さ
れるものではない。
【００３３】
なお、本明細書で説明する各図において、正極、負極、活物質層、セパレータ、外装体な
どの大きさや厚さ等の各構成要素の大きさは、個々に説明の明瞭化のために誇張されてい
る場合がある。よって、必ずしも各構成要素はその大きさに限定されず、また各構成要素
間での相対的な大きさに限定されない。
【００３４】
また、本明細書等において、第１、第２、第３などとして付される序数詞は、便宜上用い
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るものであって工程の順番や上下の位置関係などを示すものではない。そのため、例えば
、「第１の」を「第２の」又は「第３の」などと適宜置き換えて説明することができる。
また、本明細書等に記載されている序数詞と、本発明の一態様を特定するために用いられ
る序数詞は一致しない場合がある。
【００３５】
また、本明細書等で説明する本発明の一態様の構成において、同一部分又は同様の機能を
有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略す
る。また、同様の機能を有する部分を指す場合には、ハッチパターンを同じくし、特に符
号を付さない場合がある。
【００３６】
また、この発明を実施するための形態に記載の内容は、適宜組み合わせて用いることがで
きる。
【００３７】
（実施の形態１）
本発明の一態様にかかるリチウムイオン二次電池１１０の作製方法について図１（Ａ）及
び（Ｂ）を用い、以下に説明する。図１（Ｂ）は、リチウムイオン二次電池１１０の断面
図である。正極集電体１００と、正極活物質層１０１と、セパレータ１０４と、負極活物
質層１０３と、負極集電体１０２とを積み重ね、電解液１０５とともに外装体１０６によ
り封止された状態の断面模式図である。なお、活物質層は集電体の両面に形成することも
でき、二次電池を積層構造とすることも可能である。
【００３８】
正極について説明する。正極は、正極活物質層１０１と、正極集電体１００とを少なくと
も含む。本実施の形態では、正極活物質層１０１に用いられる材料としてリン酸鉄リチウ
ム（ＬｉＦｅＰＯ４）を用い正極を形成する工程を以下に説明する。
【００３９】
正極活物質としては、リチウムイオン等のキャリアイオンの挿入及び脱離が可能な材料を
用いることができ、例えば、オリビン型の結晶構造、層状岩塩型の結晶構造、又はスピネ
ル型の結晶構造を有するリチウム含有材料等が挙げられる。
【００４０】
オリビン型構造のリチウム含有材料（一般式ＬｉＭＰＯ４（Ｍは、Ｆｅ（ＩＩ）、Ｍｎ（
ＩＩ）、Ｃｏ（ＩＩ）またはＮｉ（ＩＩ）））の代表例としては、ＬｉＦｅＰＯ４、Ｌｉ
ＮｉＰＯ４、ＬｉＣｏＰＯ４、ＬｉＭｎＰＯ４、ＬｉＦｅａＮｉｂＰＯ４、ＬｉＦｅａＣ
ｏｂＰＯ４、ＬｉＦｅａＭｎｂＰＯ４、ＬｉＮｉａＣｏｂＰＯ４、ＬｉＮｉａＭｎｂＰＯ

４（ａ＋ｂは１以下、０＜ａ＜１、０＜ｂ＜１）、ＬｉＦｅｃＮｉｄＣｏｅＰＯ４、Ｌｉ
ＦｅｃＮｉｄＭｎｅＰＯ４、ＬｉＮｉｃＣｏｄＭｎｅＰＯ４（ｃ＋ｄ＋ｅは１以下、０＜
ｃ＜１、０＜ｄ＜１、０＜ｅ＜１）、ＬｉＦｅｆＮｉｇＣｏｈＭｎｉＰＯ４（ｆ＋ｇ＋ｈ
＋ｉは１以下、０＜ｆ＜１、０＜ｇ＜１、０＜ｈ＜１、０＜ｉ＜１）等がある。
【００４１】
例えば、リン酸鉄リチウム（ＬｉＦｅＰＯ４）は、安全性、安定性、高容量密度、高電位
、初期酸化（充電）時に引き抜けるリチウムイオンの存在等、正極活物質に求められる事
項をバランスよく満たしているため、好ましい。
【００４２】
層状岩塩型の結晶構造を有するリチウム含有材料としては、例えば、コバルト酸リチウム
（ＬｉＣｏＯ２）、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭｎＯ２、Ｌｉ２ＭｎＯ３、ＬｉＮｉ０．８Ｃｏ

０．２Ｏ２等のＮｉＣｏ系（一般式は、ＬｉＮｉｘＣｏ１－ｘＯ２（０＜ｘ＜１））、Ｌ
ｉＮｉ０．５Ｍｎ０．５Ｏ２等のＮｉＭｎ系（一般式は、ＬｉＮｉｘＭｎ１－ｘＯ２（０
＜ｘ＜１））、ＬｉＮｉ１／３Ｍｎ１／３Ｃｏ１／３Ｏ２等のＮｉＭｎＣｏ系（ＮＭＣと
もいう。一般式は、ＬｉＮｉｘＭｎｙＣｏ１－ｘ－ｙＯ２（ｘ＞０、ｙ＞０、ｘ＋ｙ＜１
））が挙げられる。さらに、Ｌｉ（Ｎｉ０．８Ｃｏ０．１５Ａｌ０．０５）Ｏ２、Ｌｉ２

ＭｎＯ３－ＬｉＭＯ２（ＭはＣｏ、ＮｉまたはＭｎ）等も挙げられる。
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【００４３】
特に、ＬｉＣｏＯ２は、容量が大きいこと、ＬｉＮｉＯ２に比べて大気中で安定であるこ
と、ＬｉＮｉＯ２に比べて熱的に安定であること等の利点があるため、好ましい。
【００４４】
スピネル型の結晶構造を有するリチウム含有材料としては、例えば、ＬｉＭｎ２Ｏ４、Ｌ
ｉ１＋ｘＭｎ２－ｘＯ４、Ｌｉ（ＭｎＡｌ）２Ｏ４、ＬｉＭｎ１．５Ｎｉ０．５Ｏ４等が
挙げられる。
【００４５】
ＬｉＭｎ２Ｏ４等のマンガンを含むスピネル型の結晶構造を有するリチウム含有材料に、
少量のニッケル酸リチウム（ＬｉＮｉＯ２やＬｉＮｉ１－ｘＭＯ２（Ｍ＝Ｃｏ、Ａｌ等）
）を混合すると、マンガンの溶出を抑制する、電解液の分解を抑制する等の利点があり好
ましい。
【００４６】
また、正極活物質として、一般式Ｌｉ（２－ｊ）ＭＳｉＯ４（Ｍは、Ｆｅ（ＩＩ）、Ｍｎ
（ＩＩ）、Ｃｏ（ＩＩ）、またはＮｉ（ＩＩ））（ｊは０以上２以下）で表される複合酸
化物を用いることができる。一般式Ｌｉ（２－ｊ）ＭＳｉＯ４の代表例としては、Ｌｉ（

２－ｊ）ＦｅＳｉＯ４、Ｌｉ（２－ｊ）ＮｉＳｉＯ４、Ｌｉ（２－ｊ）ＣｏＳｉＯ４、Ｌ
ｉ（２－ｊ）ＭｎＳｉＯ４、Ｌｉ（２－ｊ）ＦｅｋＮｉｌＳｉＯ４、Ｌｉ（２－ｊ）Ｆｅ

ｋＣｏｌＳｉＯ４、Ｌｉ（２－ｊ）ＦｅｋＭｎｌＳｉＯ４、Ｌｉ（２－ｊ）ＮｉｋＣｏｌ

ＳｉＯ４、Ｌｉ（２－ｊ）ＮｉｋＭｎｌＳｉＯ４（ｋ＋ｌは１以下、０＜ｋ＜１、０＜ｌ
＜１）、Ｌｉ（２－ｊ）ＦｅｍＮｉｎＣｏｑＳｉＯ４、Ｌｉ（２－ｊ）ＦｅｍＮｉｎＭｎ

ｑＳｉＯ４、Ｌｉ（２－ｊ）ＮｉｍＣｏｎＭｎｑＳｉＯ４（ｍ＋ｎ＋ｑは１以下、０＜ｍ
＜１、０＜ｎ＜１、０＜ｑ＜１）、Ｌｉ（２－ｊ）ＦｅｒＮｉｓＣｏｔＭｎｕＳｉＯ４（
ｒ＋ｓ＋ｔ＋ｕは１以下、０＜ｒ＜１、０＜ｓ＜１、０＜ｔ＜１、０＜ｕ＜１）等が挙げ
られる。
【００４７】
また、正極活物質として、ＡｘＭ２（ＸＯ４）３（ＡはＬｉ、Ｎａ、または、Ｍｇ）（Ｍ
はＦｅ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、または、Ａｌ）（ＸはＳ、Ｐ、Ｍｏ、Ｗ、Ａｓ、または
、Ｓｉ）の一般式で表されるナシコン型化合物を用いることができる。ナシコン型化合物
としては、Ｆｅ２（ＭｎＯ４）３、Ｆｅ２（ＳＯ４）３、Ｌｉ３Ｆｅ２（ＰＯ４）３等が
挙げられる。また、正極活物質として、Ｌｉ２ＭＰＯ４Ｆ、Ｌｉ２ＭＰ２Ｏ７、Ｌｉ５Ｍ
Ｏ４（ＭはＦｅまたはＭｎ）の一般式で表される化合物、ＮａＦ３、ＦｅＦ３等のペロブ
スカイト型フッ化物、ＴｉＳ２、ＭｏＳ２等の金属カルコゲナイド（硫化物、セレン化物
、テルル化物）、ＬｉＭＶＯ４等の逆スピネル型の結晶構造を有するリチウム含有材料、
バナジウム酸化物系（Ｖ２Ｏ５、Ｖ６Ｏ１３、ＬｉＶ３Ｏ８等）、マンガン酸化物、有機
硫黄化合物等の材料を用いることができる。
【００４８】
なお、キャリアイオンが、リチウムイオン以外のアルカリ金属イオンや、アルカリ土類金
属イオンの場合、正極活物質として、上記化合物や酸化物において、リチウムの代わりに
、アルカリ金属（例えば、ナトリウムやカリウム等）、アルカリ土類金属（例えば、カル
シウム、ストロンチウム、バリウム、ベリリウム、マグネシウム等）を用いてもよい。例
えば、ＮａＦｅＯ２や、Ｎａ２／３［Ｆｅ１／２Ｍｎ１／２］Ｏ２などのナトリウム含有
層状酸化物を正極活物質として用いることができる。
【００４９】
また、正極活物質として、上記材料を複数組み合わせた材料を用いてもよい。例えば、上
記材料を複数組み合わせた固溶体を正極活物質として用いることができる。例えば、Ｌｉ
Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｎｉ１／３Ｏ２とＬｉ２ＭｎＯ３の固溶体を正極活物質として用い
ることができる。
【００５０】
正極活物質は、一次粒子の平均粒径が５０ｎｍ以上１００μｍ以下のものを用いるとよい
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。
【００５１】
正極活物質の材料は正極の不可逆容量を決定する要素の一つであり、不可逆容量の少ない
正極活物質材料が好ましく、充放電効率の高い正極活物質材料であることが好ましい。し
かし、サイクル特性が良好で高容量の正極活物質材料であるほど、不可逆容量が比較的大
きく、充放電効率は比較的低いものとなる場合が多い。正極の充放電効率が低いとその分
負極活物質材料を多量に用意せねばならず、電池の体積及び質量の増加を招き、かえって
電池の容量が低下する結果となる。すなわち、充放電効率の比較的低い正極活物質材料を
そのままリチウムイオン二次電池に用いることは容易ではなかった。そこで、充放電効率
の比較的低い正極活物質材料を用いるために、負極活物質材料を検討したが、詳細は後述
する。
【００５２】
電極の導電助剤として、アセチレンブラック（ＡＢ）、グラファイト（黒鉛）粒子、カー
ボンナノチューブ、グラフェン、フラーレンなどを用いることができる。
【００５３】
導電助剤により、電極中に電子伝導のネットワークを形成することができる。導電助剤に
より、正極活物質どうしの電気伝導の経路を維持することができる。正極活物質層中に導
電助剤を添加することにより、高い電子伝導性を有する正極活物質層１０１を実現するこ
とができる。
【００５４】
また、バインダーとして、代表的なポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）の他、ポリイミド
、ポリテトラフルオロエチレン、ポリビニルクロライド、エチレンプロピレンジエンポリ
マー、スチレン－ブタジエンゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、フッ素ゴム、ポ
リ酢酸ビニル、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレン、ニトロセルロース等を用いる
ことができる。
【００５５】
正極活物質層１０１の総量に対するバインダーの含有量は、１ｗｔ％以上１０ｗｔ％以下
が好ましく、２ｗｔ％以上８ｗｔ％以下がより好ましく、３ｗｔ％以上５ｗｔ％以下がさ
らに好ましい。また、正極活物質層１０１の総量に対する導電助剤の含有量は、１ｗｔ％
以上１０ｗｔ％以下が好ましく、１ｗｔ％以上５ｗｔ％以下がより好ましい。
【００５６】
塗布法を用いて正極活物質層１０１を形成する場合は、正極活物質とバインダーと導電助
剤と分散媒を混合して電極ペースト（スラリー）を作製し、正極集電体１００上に塗布し
て乾燥させればよい。本実施の形態で正極集電体１００としてアルミニウムを主成分とす
る金属材を用いる。
【００５７】
なお、正極集電体にはステンレス、金、白金、アルミニウム、チタン等の金属、及びこれ
らの合金など、導電性の高く、リチウム等のキャリアイオンと合金化しない材料を用いる
ことができる。また、シリコン、チタン、ネオジム、スカンジウム、モリブデンなどの耐
熱性を向上させる元素が添加されたアルミニウム合金を用いることができる。また、シリ
コンと反応してシリサイドを形成する金属元素で形成してもよい。シリコンと反応してシ
リサイドを形成する金属元素としては、ジルコニウム、チタン、ハフニウム、バナジウム
、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タングステン、コバルト、ニッケル等がある
。正極集電体は、箔状、板状（シート状）、網状、パンチングメタル状、エキスパンドメ
タル状等の形状を適宜用いることができる。
【００５８】
以上の工程でリチウムイオン二次電池の正極を作製することができる。
【００５９】
次に負極について図１（Ａ）を用いて説明する。負極は、負極活物質層１０３と、負極集
電体１０２とを少なくとも含む。負極を形成する工程を以下に説明する。
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【００６０】
負極活物質として、炭素系材料としては、黒鉛、易黒鉛化性炭素（ソフトカーボン）、難
黒鉛化性炭素（ハードカーボン）、カーボンナノチューブ、グラフェン、カーボンブラッ
ク等がある。黒鉛としては、メソカーボンマイクロビーズ（ＭＣＭＢ）、コークス系人造
黒鉛、ピッチ系人造黒鉛等の人造黒鉛や、球状化天然黒鉛等の天然黒鉛がある。また、黒
鉛の形状としては鱗片状のものや球状のものなどがある。
【００６１】
負極活物質として、炭素系材料以外に、リチウムとの合金化・脱合金化反応により充放電
反応を行うことが可能な材料も用いることができる。例えば、Ｇａ、Ｓｉ、Ａｌ、Ｇｅ、
Ｓｎ、Ｐｂ、Ｓｂ、Ｂｉ、Ａｇ、Ｚｎ、Ｃｄ、Ｉｎ等のうち少なくとも一つを含む材料を
用いることができる。このような元素は炭素と比べて容量が大きく、特にシリコンは理論
容量が４２００ｍＡｈ／ｇと高く好ましい。このような元素を用いた合金系材料（化合物
系材料）としては、例えば、ＳｉＯ、Ｍｇ２Ｓｉ、Ｍｇ２Ｇｅ、ＳｎＯ、ＳｎＯ２、Ｍｇ

２Ｓｎ、ＳｎＳ２、Ｖ２Ｓｎ３、ＦｅＳｎ２、ＣｏＳｎ２、Ｎｉ３Ｓｎ２、Ｃｕ６Ｓｎ５

、Ａｇ３Ｓｎ、Ａｇ３Ｓｂ、Ｎｉ２ＭｎＳｂ、ＣｅＳｂ３、ＬａＳｎ３、Ｌａ３Ｃｏ２Ｓ
ｎ７、ＣｏＳｂ３、ＩｎＳｂ、ＳｂＳｎ等がある。
【００６２】
また、負極活物質として、二酸化チタン（ＴｉＯ２）、リチウムチタン酸化物（Ｌｉ４Ｔ
ｉ５Ｏ１２）、リチウム－黒鉛層間化合物（ＬｉｘＣ６）、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）
、酸化タングステン（ＷＯ２）、酸化モリブデン（ＭｏＯ２）等の酸化物を用いることが
できる。
【００６３】
また、負極活物質として、リチウムと遷移金属の複窒化物である、Ｌｉ３Ｎ型構造をもつ
Ｌｉ３－ｘＭｘＮ（ＭはＣｏ、ＮｉまたはＣｕ）を用いることができる。例えば、Ｌｉ２

．６Ｃｏ０．４Ｎ３は大きな充放電容量（９００ｍＡｈ／ｇ、１８９０ｍＡｈ／ｃｍ３）
を示し好ましい。
【００６４】
リチウムと遷移金属の複窒化物を用いると、負極活物質中にリチウムイオンを含むため、
正極活物質としてリチウムイオンを含まないＶ２Ｏ５、Ｃｒ３Ｏ８等の材料と組み合わせ
ることができる。なお、正極活物質にリチウムイオンを含む材料を用いる場合でも、あら
かじめ正極活物質に含まれるリチウムイオンを脱離させることで、負極活物質としてリチ
ウムと遷移金属の複窒化物を用いることができる。
【００６５】
また、コンバージョン反応が生じる材料を負極活物質として用いることもできる。例えば
、酸化コバルト（ＣｏＯ）、酸化ニッケル（ＮｉＯ）、酸化鉄（ＦｅＯ）等の、リチウム
と合金化反応を行わない遷移金属酸化物を負極活物質に用いてもよい。コンバージョン反
応が生じる材料としては、さらに、Ｆｅ２Ｏ３、ＣｕＯ、Ｃｕ２Ｏ、ＲｕＯ２、Ｃｒ２Ｏ

３等の酸化物、ＣｏＳ０．８９、ＮｉＳ、ＣｕＳ等の硫化物、Ｚｎ３Ｎ２、Ｃｕ３Ｎ、Ｇ
ｅ３Ｎ４等の窒化物、ＮｉＰ２、ＦｅＰ２、ＣｏＰ３等のリン化物、ＦｅＦ３、ＢｉＦ３

等のフッ化物でも起こる。
【００６６】
負極活物質は、一例としては、粒径が５０ｎｍ以上１００μｍ以下のものを用いるとよい
。
【００６７】
負極の充放電効率は、充電容量に対する放電容量の比であり、負極活物質材料に依存する
。また、複数の負極活物質材料を用いる場合は、負極の充放電効率は、各材料の充放電効
率や容量に加え、各材料の配合割合により決定される。例えば、ｓ種類（ｓは２以上の自
然数）の負極活物質材料を混合する場合、ｔ番目（ｔは１からｓまでの自然数）の負極活
物質材料の単位質量あたりの容量をＱｔ、配合割合をＲｔ、充放電効率をＥｔとすると、
負極の充放電効率Ｅｎは、式（２）で表される。
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【００６８】
【数２】

　（２）
【００６９】
負極活物質に単一の材料を用いる場合も、複数の材料を用いる場合も、前述した充放電効
率の低い正極活物質材料を二次電池に用いるために、負極の充放電効率を正極の充放電効
率に近づけるとよい。正極の場合と同様、負極活物質材料に充放電効率の低い活物質材料
を用いると、負極の不可逆容量に対応するために正極活物質材料が多く必要となるが、当
該正極活物質材料の増加分は正極の不可逆容量として失われてもよい。すなわち、活物質
材料の充放電効率が低いことにより生じる問題を相殺することができる。正極活物質材料
及び負極活物質材料は、ともに容量の大きな材料は充放電効率が低い場合が多く、当該相
殺の効果を利用することで、容量の大きな材料を使用しても不可逆容量により無駄となる
材料の問題を減じることができる。
【００７０】
さらに、活物質材料を複数用いることにより、正極及び負極の充放電効率をより近づける
ことができる。すると、容量が大きいが充放電効率が比較的低い材料を他の活物質材料に
配合させることにより使用可能となるため、活物質材料の選択の幅が広くなる。また、リ
チウムイオン二次電池が有する活物質材料の無駄をより減じて利用することができ、リチ
ウムイオン二次電池の容量を高めることができる。
【００７１】
例えば、２種の負極活物質材料を用いるとき、電極活物質を無駄なく利用し質量の増加を
防ぎ、単位質量及び体積あたりの容量の大きなリチウムイオン二次電池を作製するには、
負極全体の充放電効率Ｅｎを正極の充放電効率をＥｐに対応させればよく、そのために２
種の負極活物質材料の配合割合を検討すればよい。ここで、第１の負極活物質の単位質量
あたりの容量をＱ１、配合割合をＲ１、充放電効率をＥ１とし、第２の負極活物質の単位
質量あたりの容量をＱ２、配合割合をＲ２、充放電効率をＥ２とすると、負極全体の充放
電効率Ｅｎは式（３）で表される。
【００７２】
【数３】

　　（３）
【００７３】
ここで、２種の負極活物質の配合割合の和は１である。すなわちＲ１＋Ｒ２＝１である。
また、正極の充放電効率と負極の充放電効率を一致させる（Ｅｐ＝Ｅｎ）には、式（３）
から第１の負極活物質の配合割合を式（４）に示す値とすればいいことがわかる。
【００７４】

【数４】

（４）
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【００７５】
ここで、Ｒ、Ｑ、Ｅの各値は正の値をとるため、例えばＥ１－Ｅｐの値及びＥｐ－Ｅ２の
値の双方を正又は双方を負とすれば式（４）が成立し得ることがわかる。すなわち、Ｅ１

とＥ２の一方をＥｐより大きな値とし、もう一方をＥｐより小さな値とすればよいことが
わかる。ただし、本条件を満たしても式（４）を必ずしも満たすわけではないが、本条件
を満たせば上述の相殺効果を少なくとも得られる。
【００７６】
さらに、第１の負極活物質材料の充放電効率よりも正極活物質材料の充放電効率が大きく
、第２の負極活物質材料の充放電効率よりも正極活物質材料の充放電効率が小さい場合、
Ｑ１（Ｅ１－Ｅｐ）とＱ２（Ｅｐ－Ｅ２）が同じ値であれば、式（４）からＲ１は５０％
となる。また、Ｑ１（Ｅ１－Ｅｐ）がＱ２（Ｅｐ－Ｅ２）より大きければＲ１は５０％よ
りも小さくなり、Ｒ２はＲ１よりも大きくなる。Ｑ１（Ｅ１－Ｅｐ）がＱ２（Ｅｐ－Ｅ２

）より小さければＲ１は５０％よりも大きくなり、Ｒ２はＲ１よりも小さくなる。
【００７７】
すなわち、第１の活物質材料の充放電効率と正極の活物質材料の充放電効率との差（Ｅ１

－Ｅｐ）と第１の活物質材料の容量（Ｑ１）の積が、正極の活物質材料の充放電効率と第
２の活物質材料の充放電効率との差（Ｅｐ－Ｅ２）と第２の活物質材料の容量（Ｑ２）の
積よりも大きければ、第１の活物質材料の配合割合は第２の活物質材料の配合割合よりも
小さくなる。第１の活物質材料の充放電効率と正極の活物質材料の充放電効率との差（Ｅ

１－Ｅｐ）と第１の活物質材料の容量（Ｑ１）の積が、正極の活物質材料の充放電効率と
第２の活物質材料の充放電効率との差（Ｅｐ－Ｅ２）と第２の活物質材料の容量（Ｑ２）
の積より小さければ、第１の活物質材料の配合割合は第２の活物質材料の配合割合よりも
大きくなる。ただし、本条件を満たしても式（４）を必ずしも満たすわけではないが、本
条件を満たせば上述の相殺効果を少なくとも得られる。
【００７８】
なお、これらの条件は正極と負極の関係を入れ替えても成立するものである。すなわち正
極の活物質材料を複数用いる場合でも同様の条件が成立する。
【００７９】
電極の導電助剤として、アセチレンブラック（ＡＢ）、グラファイト（黒鉛）粒子、カー
ボンナノチューブ、グラフェン、フラーレンなどを用いることができる。
【００８０】
導電助剤により、電極中に電子伝導のネットワークを形成することができる。導電助剤に
より、負極活物質どうしの電気伝導の経路を維持することができる。負極活物質層中に導
電助剤を添加することにより、高い電子伝導性を有する負極活物質層１０３を実現するこ
とができる。
【００８１】
また、バインダーとして、代表的なポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）の他、ポリイミド
、ポリテトラフルオロエチレン、ポリビニルクロライド、エチレンプロピレンジエンポリ
マー、スチレン－ブタジエンゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、フッ素ゴム、ポ
リ酢酸ビニル、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレン、ニトロセルロース等を用いる
ことができる。
【００８２】
負極活物質層１０３の総量に対するバインダーの含有量は、１ｗｔ％以上１０ｗｔ％以下
が好ましく、２ｗｔ％以上８ｗｔ％以下がより好ましく、３ｗｔ％以上５ｗｔ％以下がさ
らに好ましい。また、負極活物質層１０３の総量に対する導電助剤の含有量は、１ｗｔ％
以上１０ｗｔ％以下が好ましく、１ｗｔ％以上５ｗｔ％以下がより好ましい。
【００８３】
次いで、負極集電体１０２上に負極活物質層１０３を形成する。塗布法を用いて負極活物
質層１０３を形成する場合は、負極活物質とバインダーと導電助剤と分散媒を混合して電
極ペースト（スラリー）を作製し、負極集電体１０２に塗布して乾燥させる。また、乾燥
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後に必要があればプレス処理を行ってもよい。
【００８４】
本実施の形態で負極集電体１０２として銅の金属箔を用い、スラリーとしては、メソカー
ボンマイクロビーズとバインダーとしてポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）とを混合させ
たものを用いる。
【００８５】
なお、負極集電体１０２には、ステンレス、金、白金、鉄、銅、チタン、タンタル等の金
属、及びこれらの合金など、導電性の高く、リチウム等のキャリアイオンと合金化しない
材料を用いることができる。また、シリコン、チタン、ネオジム、スカンジウム、モリブ
デンなどの耐熱性を向上させる元素が添加されたアルミニウム合金を用いることができる
。また、シリコンと反応してシリサイドを形成する金属元素で形成してもよい。シリコン
と反応してシリサイドを形成する金属元素としては、ジルコニウム、チタン、ハフニウム
、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タングステン、コバルト、ニッ
ケル等がある。負極集電体１０２は、箔状、板状（シート状）、網状、円柱状、コイル状
、パンチングメタル状、エキスパンドメタル状等の形状を適宜用いることができる。負極
集電体１０２は、厚みが５μｍ以上３０μｍ以下のものを用いるとよい。また、電極集電
体の表面の一部に、グラファイトなどを用いてアンダーコート層を設けてもよい。
【００８６】
以上の工程でリチウムイオン二次電池の負極を作製することができる。
【００８７】
セパレータ１０４について説明する。セパレータ１０４の材料としては、紙、不織布、ガ
ラス繊維、あるいは、ナイロン（ポリアミド）、ビニロン（ポリビニルアルコール系繊維
）、ポリエステル、アクリル、ポリオレフィン、ポリウレタンといった合成繊維等を用い
ればよい。ただし、後述の電解液に溶解しない材料を選ぶ必要がある。
【００８８】
より具体的には、セパレータ１０４の材料として、例えば、フッ素系ポリマー、ポリエチ
レンオキシド、ポリプロピレンオキシド等のポリエーテル、ポリエチレン、ポリプロピレ
ン等のポリオレフィン、ポリアクリロニトリル、ポリ塩化ビニリデン、ポリメチルメタク
リレート、ポリメチルアクリレート、ポリビニルアルコール、ポリメタクリロニトリル、
ポリビニルアセテート、ポリビニルピロリドン、ポリエチレンイミン、ポリブタジエン、
ポリスチレン、ポリイソプレン、ポリウレタン系高分子及びこれらの誘導体、セルロース
、紙、不織布、ガラス繊維から選ばれる一種を単独で、又は二種以上を組み合せて用いる
ことができる。
【００８９】
セパレータ１０４は、両極の接触を防ぐ絶縁性能、電解液を保持する性能、イオンの伝導
性がなければならない。セパレータとしての機能を有する膜を製造する方法として、膜の
延伸による方法がある。例えば、溶融したポリマー材料を展開して放熱させ、得られた膜
を膜と平行の二軸方向に延伸して孔を形成する、延伸開孔法がある。
【００９０】
次に、セパレータ１０４を二次電池に組み込む方法としては、セパレータを正極及び負極
の間に挟みこむ方法が可能である。また、正極又は負極の一方にセパレータ１０４を載置
し、正極又は負極のもう一方を併せる方法も可能である。正極、負極、及びセパレータを
外装体に収納し、電解液を含ませることにより、二次電池を形成することができる。
【００９１】
また、セパレータ１０４を正極または負極の一方の両面を覆うことができる大きさのシー
ト状若しくはエンベロープ状に形成し、セパレータ１０４に包まれた電極とすると、二次
電池の製造上、電極を機械的な損傷から保護することができ、電極の取り扱いが容易とな
る。セパレータに包まれた電極ともう一方の電極とを、併せて外装体に収納し、電解液を
含ませることにより、二次電池を形成することができる。
【００９２】
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さらに、セパレータ１０４は複数層としてもよい。セパレータ１０４は、上述の方法で形
成できるが、構成材料と膜の機械的強度のために、膜の孔の大きさや膜の厚さの範囲には
制限がある。第１のセパレータ及び第２のセパレータをそれぞれ延伸法により作製して、
これを併せて二次電池に用いることができる。第１のセパレータ及び第２のセパレータを
構成する材料には、上記の材料または上記以外の材料から１種類以上を選択して用いるこ
とができ、膜の形成の条件及び延伸の条件等により、膜中の孔の大きさ、孔の占める体積
の割合（空隙率ともいう）、膜の厚さ等の特性をそれぞれ決定することができる。特性の
異なる第１のセパレータ及び第２のセパレータを併せて用いることにより、一方の膜を単
独で用いる場合と比べ、二次電池のセパレータの性能を多彩に選択することができるよう
になる。
【００９３】
さらに、二次電池が可撓性を有していてもよい。可撓性を有する二次電池に変形応力がか
かる場合にも、第１のセパレータと第２のセパレータとの界面において、両セパレータが
摺動することにより応力を緩和することができるため、２つのセパレータを用いた構造は
、可撓性を有する二次電池のセパレータの構造としても適している。
【００９４】
リチウムイオン二次電池において用いることができる電解液１０５は、電解質（溶質）を
含む非水溶液（溶媒）とすることが好ましい。
【００９５】
電解液１０５の溶媒としては、非プロトン性有機溶媒が好ましく、例えば、エチレンカー
ボネート（ＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、ブチレンカーボネート、クロロエ
チレンカーボネート、ビニレンカーボネート、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン
、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）、エチルメチルカ
ーボネート（ＥＭＣ）、ギ酸メチル、酢酸メチル、酪酸メチル、１，３－ジオキサン、１
，４－ジオキサン、ジメトキシエタン（ＤＭＥ）、ジメチルスルホキシド、ジエチルエー
テル、メチルジグライム、アセトニトリル、ベンゾニトリル、テトラヒドロフラン、スル
ホラン、スルトン等の１種、又はこれらのうちの２種以上を任意の組み合わせ及び比率で
用いることができる。
【００９６】
また、電解液１０５の溶媒としてゲル化される高分子材料を用いることで、漏液性等に対
する安全性が高まる。また、リチウムイオン二次電池の薄型化及び軽量化が可能である。
ゲル化される高分子材料の代表例としては、シリコーンゲル、アクリルゲル、アクリロニ
トリルゲル、ポリエチレンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド、フッ素系ポリマー等
がある。
【００９７】
また、電解液の溶媒として、難燃性及び難蒸発性であるイオン液体（常温溶融塩ともいう
）を一つまたは複数用いることで、リチウムイオン二次電池の内部短絡や、過充電等によ
って内部温度が上昇しても、リチウムイオン二次電池の破裂や発火などを防ぐことができ
る。これにより、リチウムイオン二次電池の安全性を高めることができる。
【００９８】
また、上記の溶媒に溶解させる電解質としては、例えば、ＬｉＰＦ６、ＬｉＣｌＯ４、Ｌ
ｉＡｓＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＡｌＣｌ４、ＬｉＳＣＮ、ＬｉＢｒ、ＬｉＩ、Ｌｉ２ＳＯ

４、Ｌｉ２Ｂ１０Ｃｌ１０、Ｌｉ２Ｂ１２Ｃｌ１２、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、ＬｉＣ４Ｆ９Ｓ
Ｏ３、ＬｉＣ（ＣＦ３ＳＯ２）３、ＬｉＣ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）３、ＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２

）２、ＬｉＮ（Ｃ４Ｆ９ＳＯ２）（ＣＦ３ＳＯ２）、ＬｉＮ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２等のリ
チウム塩を一種、又はこれらのうちの二種以上を任意の組み合わせ及び比率で用いること
ができる。
【００９９】
なお、上記の電解質では、キャリアイオンがリチウムイオンである場合について説明した
が、リチウムイオン以外のキャリアイオンも用いることができる。リチウムイオン以外の
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キャリアイオンとしては、アルカリ金属イオンやアルカリ土類金属イオンの場合、電解質
として、上記リチウム塩において、リチウムの代わりに、アルカリ金属（例えば、ナトリ
ウムやカリウム等）、アルカリ土類金属（例えば、カルシウム、ストロンチウム、バリウ
ム、ベリリウム、またはマグネシウム等）を用いてもよい。
【０１００】
また、二次電池に用いる電解液は、粒状のごみや電解液の構成元素以外の元素（以下、単
に「不純物」ともいう。）の含有量が少ない高純度化された電解液を用いることが好まし
い。具体的には、電解液に対する不純物の質量比を１％以下、好ましくは０．１％以下、
より好ましくは０．０１％以下とすることが好ましい。また、電解液にビニレンカーボネ
ートなどの添加剤を加えてもよい。
【０１０１】
次に、外装体１０６について説明する。外装体１０６には、例えばポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリカーボネート、アイオノマー、ポリアミド等の材料からなる膜上に、アル
ミニウム、ステンレス、銅、ニッケル等の可撓性に優れた金属薄膜を設け、さらに該金属
薄膜上に外装体の外面としてポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂等の絶縁性合成樹脂
膜を設けた三層構造のフィルムを用いることができる。このような三層構造とすることで
、電解液や気体の透過を遮断するとともに、絶縁性を確保し、併せて耐電解液性を有する
。外装体を内側に折り曲げて重ねて、または、２つの外装体それぞれの内面を向い合せて
重ねて熱を加えることにより、内面の材料が融け２つの外装体を融着することができ、封
止構造を作製することができる。
【０１０２】
外装体が融着等され封止構造が形成されている箇所を封止部とすると、外装体を内側に折
り曲げて重ねた場合は、折り目以外の個所に封止部が形成され、外装体の第１の領域と、
該第１の領域と重なる第２の領域とが融着等された構造となる。また、２枚の外装体を重
ねた場合は熱融着等の方法で外周すべてに封止部が形成される。
【０１０３】
本実施の形態にて示された各部材の材料から、可撓性を有する材料を選択して用いると、
可撓性を有するリチウムイオン二次電池を作製することができる。近年、変形可能なデバ
イスの研究及び開発が盛んである。そのようなデバイスに用いる二次電池として、可撓性
を有する二次電池の需要が生じている。
【０１０４】
２枚のフィルムを外装体として電極・電解液など１８０５を挟む二次電池を湾曲させた場
合には、二次電池の曲率中心１８００に近い側のフィルム１８０１の曲率半径１８０２は
、曲率中心１８００から遠い側のフィルム１８０３の曲率半径１８０４よりも小さい（図
２（Ａ））。二次電池を湾曲させて断面を円弧状とすると曲率中心１８００に近いフィル
ムの表面には圧縮応力がかかり、曲率中心１８００から遠いフィルムの表面には引っ張り
応力がかかる（図２（Ｂ））。
【０１０５】
可撓性を有するリチウムイオン二次電池を変形させたとき、外装体に大きな応力がかかる
が、外装体の表面に凹部または凸部で形成される模様を形成すると、二次電池の変形によ
り圧縮応力や引っ張り応力がかかったとしても、ひずみによる影響を抑えることができる
。そのため、二次電池は、曲率中心に近い側の外装体の曲率半径が３０ｍｍとなるまで変
形することができ、さらには１０ｍｍとなるまで変形することができる場合がある。
【０１０６】
面の曲率半径について、図３を用いて説明する。図３（Ａ）において、曲面１７００を切
断した平面１７０１において、曲面１７００に含まれる曲線１７０２の一部を円の弧に近
似して、その円の半径を曲率半径１７０３とし、円の中心を曲率中心１７０４とする。図
３（Ｂ）に曲面１７００の上面図を示す。図３（Ｃ）に、平面１７０１で曲面１７００を
切断した断面図を示す。曲面を平面で切断するとき、曲面に対する平面の角度や切断する
位置に応じて、断面に現れる曲線の曲率半径は異なるものとなるが、本明細書等では、最
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も小さい曲率半径を面の曲率半径とする。
【０１０７】
なお、二次電池の断面形状は、単純な円弧状に限定されず、一部が円弧を有する形状にす
ることができ、例えば図２（Ｃ）に示す形状や、波状（図２（Ｄ））、Ｓ字形状などとす
ることもできる。二次電池の曲面が複数の曲率中心を有する形状となる場合は、複数の曲
率中心それぞれにおける曲率半径の中で、最も曲率半径が小さい曲面において、２枚の外
装体の曲率中心に近い方の外装体の曲率半径が、３０ｍｍとなるまで変形することができ
、さらには１０ｍｍとなるまで二次電池が変形することができる場合がある。
【０１０８】
なお、本実施の形態では、一例として、リチウムイオン二次電池に適用した場合を示した
が、本発明の一態様は、これに限定されない。様々な二次電池、例えば、鉛二次電池、リ
チウムイオンポリマー二次電池、ニッケル・水素二次電池、ニッケル・カドミウム二次電
池、ニッケル・鉄二次電池、ニッケル・亜鉛二次電池、酸化銀・亜鉛二次電池、固体電池
、空気電池、などに適用することも可能である。または、様々な蓄電装置に適用すること
が可能であり、例えば、一次電池、コンデンサ、リチウムイオンキャパシタなどに適用す
ることも可能である。
【０１０９】
本実施の形態は、他の実施の形態および実施例と適宜組み合わせて実施することが可能で
ある。
【０１１０】
（実施の形態２）
本実施の形態においては、先の実施の形態で説明した二次電池を有する電子機器の一例に
ついて図４及び図５を用いて説明を行う。
【０１１１】
二次電池を適用した電子機器として、例えば、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等
のカメラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、
携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置などが挙げられる。これらの電子機器の具
体例を図４及び図５に示す。
【０１１２】
図４（Ａ）は、携帯電話機の一例を示している。携帯電話機８００は、筐体８０１に組み
込まれた表示部８０２の他、操作ボタン８０３、スピーカ８０５、マイク８０６などを備
えている。なお、携帯電話機８００内部に本発明の一態様の二次電池８０４を用いること
により軽量化される。
【０１１３】
図４（Ａ）に示す携帯電話機８００は、表示部８０２を指などで触れることで、情報を入
力することができる。また、電話を掛ける、或いはメールを作成するなどの操作は、表示
部８０２を指などで触れることにより行うことができる。
【０１１４】
表示部８０２の画面は主として３つのモードがある。第１は、画像の表示を主とする表示
モードであり、第２は、文字等の情報の入力を主とする入力モードである。第３は表示モ
ードと入力モードの二つのモードが混合した表示＋入力モードである。
【０１１５】
例えば、電話を掛ける、或いはメールを作成する場合は、表示部８０２を文字の入力を主
とする文字入力モードとし、画面に表示させた文字の入力操作を行えばよい。
【０１１６】
また、携帯電話機８００内部に、ジャイロセンサ、加速度センサ等の傾きを検出するセン
サを有する検出装置を設けることで、携帯電話機８００の向き（縦か横か）を判断して、
表示部８０２の画面表示を自動的に切り替えるようにすることができる。
【０１１７】
また、画面モードの切り替えは、表示部８０２を触れること、又は筐体８０１の操作ボタ
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ン８０３の操作により行われる。また、表示部８０２に表示される画像の種類によって切
り替えるようにすることもできる。例えば、表示部に表示する画像信号が動画のデータで
あれば表示モード、テキストデータであれば入力モードに切り替える。
【０１１８】
また、入力モードにおいて、表示部８０２の光センサで検出される信号を検知し、表示部
８０２のタッチ操作による入力が一定期間ない場合には、画面のモードを入力モードから
表示モードに切り替えるように制御してもよい。
【０１１９】
表示部８０２は、イメージセンサとして機能させることもできる。例えば、表示部８０２
に掌や指で触れ、掌紋、指紋等を撮像することで、本人認証を行うことができる。また、
表示部に近赤外光を発光するバックライト又は近赤外光を発光するセンシング用光源を用
いれば、指静脈、掌静脈などを撮像することもできる。
【０１２０】
図４（Ｂ）は、携帯電話機８００を湾曲させた状態を示している。携帯電話機８００を外
部の力により変形させて全体を湾曲させると、その内部に設けられている二次電池８０４
も湾曲される。また、その時、曲げられた二次電池８０４の状態を図４（Ｃ）に示す。二
次電池８０４は積層型の二次電池である。
【０１２１】
図４（Ｄ）は、腕章型の表示装置の一例を示している。腕章型表示装置７２００は、筐体
７２０１、表示部７２０２を備える。図示しないが、腕章型表示装置７２００は可撓性を
有する二次電池を有しており、腕章型表示装置７２００の形状変化に応じて、可撓性を有
する二次電池も形状を変化する。
【０１２２】
なお、本実施の形態に示す構成などは、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用
いることができる。
【０１２３】
（実施の形態３）
本実施の形態では、実施の形態１を用いて得られるリチウムイオン二次電池を組み込んだ
電子機器の一例を示す。図５（Ａ）は、実施の形態１を用いて得られるリチウムイオン二
次電池を組み込んだ電子機器の外観写真図であり、図５（Ｂ）は、該電子機器を側面から
撮影した写真図であり、図５（Ｃ）は該電子機器を背面からの写真図である。図６は、該
電子機器を側面から見たときの構造模式図である。
【０１２４】
また、図５及び図６に示す電子機器は、腕に装着することができる表示装置であり、映像
や情報を表示することができる。リチウムイオン二次電池が可撓性を有するため、腕に合
う形状を実現することができる。外観もデザイン性に優れており、アクセサリー（装身具
）しての利用もできる。
【０１２５】
図５及び図６に示す電子機器は、支持構造体１００１、二次電池１００２、制御基板１０
０４、表示モジュール１０１１、保護部材１０１３、カバー１０１２を有する。具体的に
は、支持構造体１００１に二次電池１００２を有し、二次電池１００２上に制御基板１０
０４を有し、制御基板１００４上に保護部材１０１３を有し、保護部材１０１３上に表示
モジュール１０１１、およびカバー１０１２を有している。また、電子機器はワイヤレス
充電のためのアンテナ１００５を有し、Ｑｉ規格によるワイヤレス充電を行うことができ
る。また、電子機器は表示に用いるデータを外部の機器と無線通信するための通信装置１
００７を有している。
【０１２６】
実施の形態１を用いて得られる一態様の二次電池１００２は、外装体が薄く柔軟性を有す
るフィルムであり、曲面を有する支持構造体１００１に貼り付け、支持構造体１００１の
曲率半径の大きい領域の曲面部分に追随して変形させることができる。
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【０１２７】
図５（Ｂ）及び（Ｃ）に示すように、電子機器は、支持構造体１００１に、透光性を有す
るプラスチック基板が用いられると、電子機器の背面側から二次電池１００２が視認でき
、二次電池１００２のエンボス加工されたフィルム表面を観察できる。
【０１２８】
また、支持構造体１００１は可撓性を有している。よって、支持構造体１００１は、容易
に湾曲させることができる。なお、支持構造体１００１としてプラスチック以外の材料を
用いることもできる。支持構造体１００１の形状は、帯状の構造物を湾曲させた腕輪型と
する。また、支持構造体１００１は少なくとも一部が柔軟性を有しており、支持構造体１
００１を変形させながら手首にはめ込むことができる。
【０１２９】
保護部材１０１３は外部からの予期せぬ衝撃から電子機器の内部の構造物、特に制御基板
１００４を保護する。電子機器の一部として変形するため、支持構造体１００１と同様の
材料を用いることができる。但し、保護部材１０１３の材料に、支持構造体１００１とは
異なる材料を用いてもよい。
【０１３０】
カバー１０１２は、一方の面に接着剤が塗布された遮光性を有するフィルムで、電子機器
全体を包み、各構造物を一体とする機能を有し、表示部１０１５において開口を有する。
カバー１０１２は遮光性を有するため内部構造を隠すことができ、電子機器のデザイン性
を向上することができる。ただし、電子機器は、外部から内部構造を視認できることを意
図したデザインとすることも可能であり、そのデザインを採用する場合カバー１０１２は
遮光性を有していなくてもよい。また、保護部材１０１３が遮光性を有する場合にも、カ
バー１０１２は遮光性を有していなくてもよい。
【０１３１】
制御基板１００４は、曲がるためのスリットを有し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標。Ｉ
ＥＥＥ８０２．１５．１に同じ。）規格の通信装置１００７、マイコン、記憶装置、ＦＰ
ＧＡ、ＤＡコンバータ、充電制御ＩＣ、レベルシフタなどを設けた構成を有する。また、
制御基板１００４は、入出力コネクタ１０１４を介して表示部１０１５を有する表示モジ
ュール１０１１と接続する。また、制御基板１００４は、配線１００８を通じてアンテナ
１００５と接続されており、配線１００３と接続部１０１０を通じて二次電池１００２と
接続されている。電源制御回路１００６が二次電池１００２の充放電を制御する。
【０１３２】
表示モジュール１０１１は少なくともＦＰＣ１００９まで取り付けられた表示パネルのこ
とを指している。図６に示す電子機器は、表示部１０１５とＦＰＣ１００９と駆動回路を
有し、さらに二次電池１００２から給電するためのコンバータを設けることが好ましい。
【０１３３】
表示モジュール１０１１は、表示部１０１５が可撓性を有し、柔軟性を有するフィルム上
に表示素子を有する。また、二次電池１００２と表示部が一部重なる位置に配置すること
が好ましく、一部または全部が重なる位置に配置することで、二次電池１００２から表示
部１０１５までの電力経路を短縮、即ち配線距離を短縮し、消費電力を低減する。また、
保護部材１０１３とカバー１０１２の間に表示モジュールを設けることにより、しわや捩
れ等の予期せぬ変形から表示モジュール１０１１を保護することができ、電子機器の製品
としての寿命を向上させることができる。
【０１３４】
柔軟性を有するフィルム上に表示素子を作製する方法としては、柔軟性を有するフィルム
上に表示素子を直接作製する方法や、ガラス基板などの剛性を有する基板上に表示素子を
含む層を形成した後、基板をエッチングや研磨などにより除去した後、その表示素子を含
む層と柔軟性を有するフィルムを接着する方法や、ガラス基板などの剛性を有する基板上
に剥離層を設け、その上に表示素子を含む層を形成した後、剥離層を利用して剛性を有す
る基板と表示素子を含む層を分離し、その表示素子を含む層と柔軟性を有するフィルムを
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接着する方法などがある。
【０１３５】
また、表示部１０１５にタッチパネルを搭載し、そのタッチパネルで電子機器への情報入
力や操作などが可能となるようにしてもよい。
【０１３６】
なお、本実施の形態に示す構成などは、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用
いることができる。
【０１３７】
なお、ある一つの実施の形態の中で述べる内容（一部の内容でもよい）は、その実施の形
態で述べる別の内容（一部の内容でもよい）、及び／又は、一つ若しくは複数の別の実施
の形態で述べる内容（一部の内容でもよい）に対して、適用、組み合わせ、又は置き換え
などを行うことが出来る。
【０１３８】
なお、実施の形態の中で述べる内容とは、各々の実施の形態において、様々な図を用いて
述べる内容、又は明細書に記載される文章を用いて述べる内容のことである。
【０１３９】
なお、ある一つの実施の形態において述べる図（一部でもよい）は、その図の別の部分、
その実施の形態において述べる別の図（一部でもよい）、及び／又は、一つ若しくは複数
の別の実施の形態において述べる図（一部でもよい）に対して、組み合わせることにより
、さらに多くの図を構成させることが出来る。
【０１４０】
なお、明細書の中の図面や文章において規定されていない内容について、その内容を除く
ことを規定した発明の一態様を構成することが出来る。または、ある値について、上限値
と下限値などで示される数値範囲が記載されている場合、その範囲を任意に狭めることで
、または、その範囲の中の一点を除くことで、その範囲を一部除いた発明の一態様を規定
することができる。これらにより、例えば、従来技術が本発明の一態様の技術的範囲内に
入らないことを規定することができる。
【０１４１】
具体例としては、ある回路において、第１乃至第５のトランジスタを用いている回路図が
記載されているとする。その場合、その回路が、第６のトランジスタを有していないこと
を発明として規定することが可能である。または、その回路が、容量素子を有していない
ことを規定することが可能である。さらに、その回路が、ある特定の接続構造をとってい
るような第６のトランジスタを有していない、と規定して発明を構成することができる。
または、その回路が、ある特定の接続構造をとっている容量素子を有していない、と規定
して発明を構成することができる。例えば、ゲートが第３のトランジスタのゲートと接続
されている第６のトランジスタを有していない、と発明を規定することが可能である。ま
たは、例えば、第１の電極が第３のトランジスタのゲートと接続されている容量素子を有
していない、と発明を規定することが可能である。
【０１４２】
別の具体例としては、ある値について、例えば、「ある電圧が、３Ｖ以上１０Ｖ以下であ
ることが好適である」と記載されているとする。その場合、例えば、ある電圧が、－２Ｖ
以上１Ｖ以下である場合を除く、と発明の一態様を規定することが可能である。または、
例えば、ある電圧が、１３Ｖ以上である場合を除く、と発明の一態様を規定することが可
能である。なお、例えば、その電圧が、５Ｖ以上８Ｖ以下であると発明を規定することも
可能である。なお、例えば、その電圧が、概略９Ｖであると発明を規定することも可能で
ある。なお、例えば、その電圧が、３Ｖ以上１０Ｖ以下であるが、９Ｖである場合を除く
と発明を規定することも可能である。なお、ある値について、「このような範囲であるこ
とが好ましい」、「これらを満たすことが好適である」となどと記載されていたとしても
、ある値は、それらの記載に限定されない。つまり、「好ましい」、「好適である」など
と記載されていたとしても、必ずしも、それらの記載には、限定されない。
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【０１４３】
別の具体例としては、ある値について、例えば、「ある電圧が、１０Ｖであることが好適
である」と記載されているとする。その場合、例えば、ある電圧が、－２Ｖ以上１Ｖ以下
である場合を除く、と発明の一態様を規定することが可能である。または、例えば、ある
電圧が、１３Ｖ以上である場合を除く、と発明の一態様を規定することが可能である。
【０１４４】
別の具体例としては、ある物質の性質について、例えば、「ある膜は、絶縁膜である」と
記載されているとする。その場合、例えば、その絶縁膜が、有機絶縁膜である場合を除く
、と発明の一態様を規定することが可能である。または、例えば、その絶縁膜が、無機絶
縁膜である場合を除く、と発明の一態様を規定することが可能である。または、例えば、
その膜が、導電膜である場合を除く、と発明の一態様を規定することが可能である。また
は、例えば、その膜が、半導体膜である場合を除く、と発明の一態様を規定することが可
能である。
【０１４５】
別の具体例としては、ある積層構造について、例えば、「Ａ膜とＢ膜との間に、ある膜が
設けられている」と記載されているとする。その場合、例えば、その膜が、４層以上の積
層膜である場合を除く、と発明を規定することが可能である。または、例えば、Ａ膜とそ
の膜との間に、導電膜が設けられている場合を除く、と発明を規定することが可能である
。
【０１４６】
なお、本明細書等において記載されている発明の一態様は、さまざまな人が実施すること
が出来る。しかしながら、その実施は、複数の人にまたがって実施される場合がある。例
えば、送受信システムの場合において、Ａ社が送信機を製造および販売し、Ｂ社が受信機
を製造および販売する場合がある。別の例としては、トランジスタおよび発光素子を有す
る発光装置の場合において、トランジスタが形成された半導体装置は、Ａ社が製造および
販売する。そして、Ｂ社がその半導体装置を購入して、その半導体装置に発光素子を成膜
して、発光装置として完成させる、という場合がある。
【０１４７】
このような場合、Ａ社またはＢ社のいずれに対しても、特許侵害を主張できるような発明
の一態様を、構成することが出来る。つまり、Ａ社のみが実施するような発明の一態様を
構成することが可能であり、別の発明の一態様として、Ｂ社のみが実施するような発明の
一態様を構成することが可能である。また、Ａ社またはＢ社に対して、特許侵害を主張で
きるような発明の一態様は、明確であり、本明細書等に記載されていると判断する事が出
来る。例えば、送受信システムの場合において、送信機のみの場合の記載や、受信機のみ
の場合の記載が本明細書等になかったとしても、送信機のみで発明の一態様を構成するこ
とができ、受信機のみで別の発明の一態様を構成することができ、それらの発明の一態様
は、明確であり、本明細書等に記載されていると判断することが出来る。別の例としては
、トランジスタおよび発光素子を有する発光装置の場合において、トランジスタが形成さ
れた半導体装置のみの場合の記載や、発光素子を有する発光装置のみの場合の記載が本明
細書等になかったとしても、トランジスタが形成された半導体装置のみで発明の一態様を
構成することができ、発光素子を有する発光装置のみで発明の一態様を構成することがで
き、それらの発明の一態様は、明確であり、本明細書等に記載されていると判断すること
が出来る。
【０１４８】
なお、本明細書等においては、能動素子（トランジスタ、ダイオードなど）、受動素子（
容量素子、抵抗素子など）などが有するすべての端子について、その接続先を特定しなく
ても、当業者であれば、発明の一態様を構成することは可能な場合がある。つまり、接続
先を特定しなくても、発明の一態様が明確であると言える。そして、接続先が特定された
内容が、本明細書等に記載されている場合、接続先を特定しない発明の一態様が、本明細
書等に記載されていると判断することが可能な場合がある。特に、端子の接続先が複数の
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ケース考えられる場合には、その端子の接続先を特定の箇所に限定する必要はない。した
がって、能動素子（トランジスタ、ダイオードなど）、受動素子（容量素子、抵抗素子な
ど）などが有する一部の端子についてのみ、その接続先を特定することによって、発明の
一態様を構成することが可能な場合がある。
【０１４９】
なお、本明細書等においては、ある回路について、少なくとも接続先を特定すれば、当業
者であれば、発明を特定することが可能な場合がある。または、ある回路について、少な
くとも機能を特定すれば、当業者であれば、発明を特定することが可能な場合がある。つ
まり、機能を特定すれば、発明の一態様が明確であると言える。そして、機能が特定され
た発明の一態様が、本明細書等に記載されていると判断することが可能な場合がある。し
たがって、ある回路について、機能を特定しなくても、接続先を特定すれば、発明の一態
様として開示されているものであり、発明の一態様を構成することが可能である。または
、ある回路について、接続先を特定しなくても、機能を特定すれば、発明の一態様として
開示されているものであり、発明の一態様を構成することが可能である。
【０１５０】
なお、本明細書等においては、ある一つの実施の形態において述べる図または文章におい
て、その一部分を取り出して、発明の一態様を構成することは可能である。したがって、
ある部分を述べる図または文章が記載されている場合、その一部分の図または文章を取り
出した内容も、発明の一態様として開示されているものであり、発明の一態様を構成する
ことが可能であるものとする。そして、その発明の一態様は明確であると言える。そのた
め、例えば、能動素子（トランジスタ、ダイオードなど）、配線、受動素子（容量素子、
抵抗素子など）、導電層、絶縁層、半導体層、有機材料、無機材料、部品、装置、動作方
法、製造方法などが単数もしくは複数記載された図面または文章において、その一部分を
取り出して、発明の一態様を構成することが可能であるものとする。例えば、Ｎ個（Ｎは
整数）の回路素子（トランジスタ、容量素子等）を有して構成される回路図から、Ｍ個（
Ｍは整数で、Ｍ＜Ｎ）の回路素子（トランジスタ、容量素子等）を抜き出して、発明の一
態様を構成することは可能である。別の例としては、Ｎ個（Ｎは整数）の層を有して構成
される断面図から、Ｍ個（Ｍは整数で、Ｍ＜Ｎ）の層を抜き出して、発明の一態様を構成
することは可能である。さらに別の例としては、Ｎ個（Ｎは整数）の要素を有して構成さ
れるフローチャートから、Ｍ個（Ｍは整数で、Ｍ＜Ｎ）の要素を抜き出して、発明の一態
様を構成することは可能である。さらに別の例としては、「Ａは、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、また
は、Ｆを有する」と記載されている文章から、一部の要素を任意に抜き出して、「Ａは、
ＢとＥとを有する」、「Ａは、ＥとＦとを有する」、「Ａは、ＣとＥとＦとを有する」、
または、「Ａは、ＢとＣとＤとＥとを有する」などの発明の一態様を構成することは可能
である。
【０１５１】
なお、本明細書等においては、ある一つの実施の形態において述べる図または文章におい
て、少なくとも一つの具体例が記載される場合、その具体例の上位概念を導き出すことは
、当業者であれば容易に理解される。したがって、ある一つの実施の形態において述べる
図または文章において、少なくとも一つの具体例が記載される場合、その具体例の上位概
念も、発明の一態様として開示されているものであり、発明の一態様を構成することが可
能である。そして、その発明の一態様は、明確であると言える。
【０１５２】
なお、本明細書等においては、少なくとも図に記載した内容（図の中の一部でもよい）は
、発明の一態様として開示されているものであり、発明の一態様を構成することが可能で
ある。したがって、ある内容について、図に記載されていれば、文章を用いて述べていな
くても、その内容は、発明の一態様として開示されているものであり、発明の一態様を構
成することが可能である。同様に、図の一部を取り出した図についても、発明の一態様と
して開示されているものであり、発明の一態様を構成することが可能である。そして、そ
の発明の一態様は明確であると言える。
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【実施例１】
【０１５３】
本実施例では、負極活物質として炭素系材料（黒鉛）と酸素と珪素を有する化合物系材料
とを混合して用いた負極の作製工程について説明する。
【０１５４】
［負極の作製］
炭素系材料（黒鉛）と、酸素と珪素を有する化合物系材料とを活物質に用いて電極を作製
した。電極は４種類作製し、炭素系材料（黒鉛）と酸素と珪素を有する化合物系材料の配
合比はそれぞれ１００：０（比較用），９５：５，９３：７，９０：１０であり、それぞ
れ電極Ａ、電極Ｂ、電極Ｃ、電極Ｄとした。
【０１５５】
電極の条件として、炭素系材料（黒鉛）と酸素と珪素を有する化合物系材料を前述の配合
比で配合した活物質：ＶＧＣＦ：ＣＭＣ：ＳＢＲ＝９６：１：１：２の塗布電極を作製し
た。　導電助剤として、気相成長炭素繊維であるＶＧＣＦ（登録商標）－Ｈ（昭和電工（
株）製、繊維径１５０ｎｍ、比表面積１３ｍ２／ｇ）を用いた。
【０１５６】
次に、電極の作製方法について説明する。電極作製に用いたＣＭＣ－Ｎａの重合度は６０
０から８００、１％水溶液として用いた場合の水溶液粘度は３００ｍＰａ・ｓから５００
ｍＰａ・ｓの範囲の値であった。次に、ペーストの作製を行った。混練は、遊星方式の混
練機を用いて行った。混練の際に用いた容器の容量は、５ｍｌ以上２５０ｍｌ以下のもの
を用いた。
【０１５７】
まずＣＭＣ－Ｎａを純水に均一に溶解させ水溶液を調整した。次に、炭素系材料（黒鉛）
と酸素と珪素を有する化合物系材料とを秤量し、ＶＧＣＦを秤量し、ＣＭＣ－Ｎａの水溶
液を添加した。
【０１５８】
次に、これらの混合物を混練機で５分間、５回の固練りを行った。ここで固練りとは、高
粘度による混練のことである。
【０１５９】
次に、これらの混合物にＳＢＲの５０ｗｔ％水分散液を添加し、混練機で５分混練した。
【０１６０】
次に減圧脱泡を行った。これらの混合物の入った混練機を減圧し、２０分間の脱泡を行っ
た。圧力は、大気圧との差圧が０．０９６ＭＰａ以下となるようにした。以上の工程によ
り、ペーストを作製した。
【０１６１】
次に、連続塗工機を用いて、集電体にペーストの塗布を行った。集電体には膜厚１８μｍ
の圧延銅箔を用いた。ここで担持量が約８ｍｇ／ｃｍ２とする。塗工速度は１ｍ／ｍｉｎ
．とした。
【０１６２】
次に、塗布した電極を、乾燥炉を用いて乾燥した。乾燥条件は、大気雰囲気下で、５０℃
で９０秒間の乾燥後、さらに７５℃で９０秒間の乾燥を行った。
【０１６３】
乾燥炉で乾燥を行った後、さらに１００℃、１０時間で減圧環境下にて乾燥を行った。
【０１６４】
以上の工程により、電極Ａ、電極Ｂ、電極Ｃおよび電極Ｄを作製した。
【実施例２】
【０１６５】
本実施例では、実施例１で作製した電極を用いてハーフセルを作製し、充放電特性の測定
を行った。
【０１６６】
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［ハーフセル特性］
実施例１で作製した電極に、それぞれ対極としてリチウム金属を組み合わせてハーフセル
を作製した。特性の評価にはＣＲ２０３２タイプ（直径２０ｍｍ高さ３．２ｍｍ）のコイ
ン型の二次電池を用いた。セパレータにはポリプロピレンとＷｈａｔｍａｎ社製のガラス
繊維濾紙であるＧＦ／Ｃを積層して用いた。また電解液には、エチレンカーボネート（Ｅ
Ｃ）とジエチルカーボネート（ＤＥＣ）とを体積比で３：７の割合で混合した混合溶液中
へ六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ６）を１モル／リットルの濃度で溶解したものを用
いた。正極缶及び負極缶として、ステンレス鋼（ＳＵＳ）で形成されているものを用いた
。
【０１６７】
次に、作製したハーフセルの充放電を行った。用いた電極の担持量は８ｍｇ／ｃｍ２であ
った。測定温度は２５℃とした。１サイクル目および２サイクル目の充放電の条件を以下
に説明する。放電（Ｌｉ挿入）は、０．１Ｃのレートで０．０１Ｖを下限として定電流放
電を行った後、０．０１Ｖの電圧で０．０１Ｃに相当する電流値を下限として定電圧放電
を行った。また充電（Ｌｉ脱離）は、０．１Ｃのレートで１Ｖを上限として定電流充電を
行った。初回の充放電効率は初回の充電容量を放電容量で割って得た（充電容量÷放電容
量×１００［％］）。これを２０サイクル行った。
【０１６８】
１サイクル目の放電容量に対する充電容量を初回充放電効率（充電容量÷放電容量×１０
０［％］）として、表１に示す。また、参考として炭素系材料の配合割合を０とした電極
（電極Ｅ）の値を表１に併せて示す。
【０１６９】
【表１】

【実施例３】
【０１７０】
本実施例では、実施の形態１に示した作製方法を用いて、正極活物質材料に用いられるリ
チウムマンガン複合酸化物を合成した。
【０１７１】
［リチウムマンガン複合酸化物の合成］
まず、リチウムマンガン複合酸化物を用いた正極活物質を作製する。出発材料としてＬｉ

２ＣＯ３とＭｎＣＯ３とＮｉＯを用い、モル比率がＬｉ２ＣＯ３：ＭｎＣＯ３：ＮｉＯ＝
０．８４：０．８０６２：０．３１８となるようにそれぞれを秤量した。また比較試料と
なる比較試料Ｂを作製するために出発材料としてＬｉ２ＣＯ３とＭｎＣＯ３を用い、モル
比率がＬｉ２ＣＯ３：ＭｎＣＯ３＝１：１となるように秤量した。
【０１７２】
次に、これらの粉末にエタノールを加えた後、ビーズミルでφ０．５ｍｍのビーズを用い
、周速１０ｍ／ｓで混合時間を３０分間として混合粉末を調製した。
【０１７３】
次いで、エタノールを揮発させるための加熱を行い、混合原料を得た。
【０１７４】
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次いで、坩堝に混合原料を入れ、正極活物質を合成した。ここでは１０００℃、１０時間
の条件で焼成を行った。焼成ガスに空気を用い、流量は１０Ｌ／ｍｉｎ．とした。
【０１７５】
次いで、焼成した粒子の焼結を解くために解砕処理を行った。解砕処理は、エタノールを
加えた後、ビーズミルでφ０．５ｍｍのビーズを用い、周速４ｍ／ｓで解砕時間を１０時
間とした。
【０１７６】
次いで、解砕処理後にエタノールを揮発させるための加熱を行い、その後真空乾燥を行っ
た。以上の工程により、正極活物質であるリチウムマンガン複合酸化物を得た。
【０１７７】
上記のように作製されたリチウムマンガン複合酸化物のＸ線回折測定（ＸＲＤ）を行った
。測定結果を図７に示す。上記のように作製されたリチウムマンガン複合酸化物のＸ線回
折の主たるピークはＩＣＳＤ（無機結晶構造データベース）から引用した層状岩塩型構造
のＬｉ２ＭｎＯ３　（空間群Ｃ１２／ｍ１、Ｃｏｌｌ　Ｃｏｄｅ１８７４９９）のピーク
とおおむね一致した。
【０１７８】
上記のように作製されたリチウムマンガン複合酸化物の粉体比表面積を自動比表面積細孔
分布測定装置（トライスターＩＩ３０２０、島津製作所製）を用いて測定した。比表面積
は、１０．４ｍ２／ｇであった。
【実施例４】
【０１７９】
本実施例では、実施例３で作製した正極活物質であるリチウムマンガン複合酸化物を用い
てハーフセルを作製し、放電特性を評価した。
【０１８０】
［電極の作製］
実施例１で作製した正極活物質と、ＰＶｄＦ（ポリフッ化ビニリデン）と、アセチレンブ
ラックと、を極性溶媒の一つであるＮＭＰ（Ｎ－メチル－２－ピロリドン）と混合し、ス
ラリーを得た。
【０１８１】
次に、あらかじめアンダーコートを施した集電体を準備した。該スラリーをアンダーコー
トを施した集電体上に塗布した後、乾燥させ、同一のシートから電極を打ち抜いて電極を
得た。
【０１８２】
［セルの作製］
作製した電極を用いてハーフセルを作製した。なお、対極には金属リチウムを用いた。作
製した電極の充放電を行った。
【０１８３】
なお電解液は、塩としてＬｉＰＦ６を用い、非プロトン性有機溶媒であるエチレンカーボ
ネートとジエチルカーボネートを１：１の体積比で混合させた混合溶液を用いた。また、
セパレータとしてはポリプロピレン（ＰＰ）を用いた。
【０１８４】
［放電特性評価］
作製したハーフセルの充電容量、および放電容量を測定した。結果を図８に示す。充電条
件は、電流密度３０ｍＡ／ｇ、定電流充電、終止電圧４．８Ｖであった。また、放電条件
は、電流密度３０ｍＡ／ｇ、定電流放電、終止電圧２．０Ｖであった。ここで電流密度は
正極活物質重量あたりの値を算出している。充放電測定を行った温度は２５℃であった。
電極を用いたハーフセルでは、１サイクル目の充電容量は２９４．１ｍＡ／ｇ、１サイク
ル目の放電容量は２３６．４ｍＡ／ｇ、２サイクル目の充電容量は２７３．２ｍＡ／ｇ、
２サイクル目の放電容量は２６６．３ｍＡ／ｇであった。また、１サイクル目の充放電効
率は８０．３８％であった。
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【実施例５】
【０１８５】
本実施例では、負極に実施例１で作製した電極を、正極に実施例３で作製した電極を用い
た二次電池について説明する。
【０１８６】
［コインセルの作製］
作製した正極および負極を用いて、コインセルを作製した。リチウムマンガン複合酸化物
と組み合わせる負極は、炭素系材料（黒鉛）と、酸素と珪素を有する化合物系材料の配合
比が９０：１０の電極を用いた。正極の初回の充放電効率は８０．３８％であったため、
近い値の初回の充放電効率を示す負極を選択した。特性の評価にはＣＲ２０３２タイプ（
直径２０ｍｍ高さ３．２ｍｍ）のコインセルを用いた。セパレータにはポリプロピレンと
Ｗｈａｔｍａｎ社製のガラス繊維濾紙であるＧＦ／Ｃを積層して用いた。また電解液には
、エチレンカーボネート（ＥＣ）とジエチルカーボネート（ＤＥＣ）とを体積比で３：７
の割合で混合した混合溶液中へ六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ６）を１モル／リット
ルの濃度で溶解したものを用いた。正極缶及び負極缶として、ステンレス鋼（ＳＵＳ）で
形成されているものを用いた。
【０１８７】
次に、作製したコインセルの充放電を行った。用いた負極の担持量は８ｍｇ／ｃｍ２であ
り、正極の担持量は１０ｍｇ／ｃｍ２であった。測定温度は２５℃とした。１サイクル目
の充放電の条件を以下に説明する。充電は、０．０３Ｃのレートで４．６Ｖを上限として
定電流充電を行った後、４．６Ｖの電圧で０．０１Ｃに相当する電流値を下限として定電
圧放電を行った。
【０１８８】
図９に、１サイクル目の充放電曲線を示し、併せて放電容量に対する充電容量を充放電効
率（充電容量÷放電容量×１００［％］）として値を示す。図９に示す通り、初回充放電
効率は７２．６％を示し、図１０のリチウムマンガン複合酸化物のハーフセルの充放電効
率に近い値となった。これは、リチウムマンガン複合酸化物の初回不可逆容量が、負極活
物質の初回不可逆容量に使用されたことを示す結果である。
【０１８９】
［二次電池の作製］
次に、作製した正極および負極を用いて、単層の薄型二次電池を作製した。リチウムマン
ガン複合酸化物と組み合わせる負極は炭素系材料（黒鉛）と酸素と珪素を有する化合物系
材料の配合比が９０：１０の電極を用いた（セルＡ）。比較例として正極活物質材料にＬ
ｉＣｏＯ２、組み合わせる負極の活物質材料に黒鉛を用いた（酸素と珪素を有する化合物
系材料を含まない）電極を用いた薄型二次電池も作製した（セルＢ）。外装体として熱溶
着樹脂で覆われたアルミのフィルムを用いた。電極面積は、正極が２０．５ｃｍ２、負極
が２３．８ｃｍ２であった。また、セパレータには２５μｍ厚のポリプロピレン（ＰＰ）
を用いた。
【０１９０】
電解液は、溶媒としてＥＣ，ＤＥＣおよびエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）を主とし
て用い、ＶＣ等の添加剤を加えたものを用いた。また、六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰ
Ｆ６）が約１．２モル／リットルの濃度で溶解している。
【０１９１】
次に、作製した二次電池のエージングを行った。なお、正極にリチウムマンガン複合酸化
物を用いた場合（セルＡ）は２４０ｍＡｈ／ｇを基準として、ＬｉＣｏＯ２を用いた場合
（セルＢ）は１３７ｍＡｈ／ｇを基準として、レートの算出を行った。セルＡについては
、２５℃、０．０１Ｃで１０ｍＡｈ／ｇの充電を行った後にガス抜きを行い、再封止後に
２５℃で引き続き充電を行った。充電はＣＣＣＶ、即ち定電流０．０５Ｃで４．６Ｖとな
るまで印加した後、電流値が０．０１Ｃとなるまで定電圧４．６Ｖで保持する事で行なっ
た。その後、４０℃で２４時間保存を行った後、再びガス抜きを行い、２５℃で下限２Ｖ
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として放電を行った。その後、０．２Ｃのレートで充放電を２回行った。セルＢについて
は、２５℃、０．０１Ｃで１０ｍＡｈ／ｇの充電を行った後にガス抜きを行い、再封止後
に２５℃で引き続き充電を行った。充電はＣＣＣＶ、即ち定電流０．０５Ｃで４．１Ｖと
なるまで印加した後、電流値が０．０１Ｃとなるまで定電圧４．１Ｖで保持する事で行な
った。その後、４０℃で２４時間保存を行った後、２５℃で下限２．５Ｖとして放電を行
った。その後、０．２Ｃのレートで充放電を２回行った。
【０１９２】
次に、作製した薄型の二次電池のサイクル特性を評価した。初回充放電は、０．２Ｃのレ
ートで定電流充放電した。正極にリチウムマンガン複合酸化物を用い、負極に炭素系材料
（黒鉛）と酸素と珪素を有する化合物系材料を用いた二次電池については、充放電の上限
電圧を４．６Ｖ、下限電圧は２Ｖとした。正極にＬｉＣｏＯ２を用い、負極に黒鉛を用い
た二次電池については、充放電の上限電圧を４．１Ｖ、下限電圧は２．５Ｖとした。また
、測定温度は室温で行った。１サイクル目の充放電曲線を図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）
にそれぞれ示す。
【０１９３】
正極にリチウムマンガン複合酸化物を用い、負極に炭素系材料（黒鉛）と酸素と珪素を有
する化合物系材料を用いた二次電池（セルＡ）については、セル容量が１２６ｍＡｈ／ｇ
であった。一方で、正極にＬｉＣｏＯ２を用いた負極に黒鉛を用いた比較用二次電池（セ
ルＢ）については、セル容量は７８．２ｍＡｈ／ｇであった。セルＡに用いた電極は、正
極・負極とも活物質材料は容量は大きいが初回の充放電効率が８０％程度の材料である。
そのため、不可逆容量の問題を有する電極であったが、不可逆容量の相殺の効果を利用し
て活物質材料の総質量の増加を抑えることができたため、比較用二次電池（セルＢ）と比
較し、活物質材料の単位質量あたりの電池容量の大きな二次電池を作製することに成功し
た。なお、負極の２つの活物質材料の容量、充放電効率、配合比は、実施の形態１の式（
４）の関係をおおむね満たす。
【符号の説明】
【０１９４】
１００　　正極集電体
１０１　　正極活物質層
１０２　　負極集電体
１０３　　負極活物質層
１０４　　セパレータ
１０５　　電解液
１０６　　外装体
１１０　　リチウムイオン二次電池
８００　　携帯電話機
８０１　　筐体
８０２　　表示部
８０３　　操作ボタン
８０４　　二次電池
８０５　　スピーカ
８０６　　マイク
１００１　　支持構造体
１００２　　二次電池
１００３　　配線
１００４　　制御基板
１００５　　アンテナ
１００６　　電源制御回路
１００７　　通信装置
１００８　　配線
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１００９　　ＦＰＣ
１０１０　　接続部
１０１１　　表示モジュール
１０１２　　カバー
１０１３　　保護部材
１０１４　　入出力コネクタ
１０１５　　表示部
１７００　　曲面
１７０１　　平面
１７０２　　曲面の形状である曲線
１７０３　　曲率半径
１７０４　　曲率中心
１８００　　曲率中心
１８０１　　フィルム
１８０２　　曲率半径
１８０３　　フィルム
１８０４　　曲率半径
１８０５　　電極・電解液など
７１００　　携帯表示装置
７１０１　　筐体
７１０２　　表示部
７１０３　　操作ボタン
７１０４　　二次電池
７２００　　腕章型表示装置
７２０１　　筐体
７２０２　　表示部
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